
春日井市愛知環状鉄道設備改修費補助金交付要綱 

 
（通則） 
第１条 市は、愛知環状鉄道線の輸送の安全を確保し、今後発生が予想されている大

規模地震による鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止を図るため、国並びに愛知県、

岡崎市、瀬戸市及び豊田市と協調して、愛知環状鉄道株式会社（以下「会社」とい

う。）が行う鉄道施設の耐震対策事業に要する経費の一部について、予算の範囲内

において補助金を会社に交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定め

るところによる。 

 
（補助対象事業） 
第２条 補助対象事業は、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令（平成 25 年

３月 30 日号外国土交通省例第 16 号）において、補強工事の実施対象である橋りょ

うのうち、鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱（令和７年３月 31 日国鉄都

第 172 号、国鉄事第 539 号、国鉄施第 256 号）第 20 条第２項に基づき、地方自治

体が指定する緊急輸送道路と交差又は並走する箇所について、緊急輸送道路の機能

維持のために柱、基礎等の補強や落橋防止工の整備により耐震補強を行う事業とす

る。 

 
（補助対象経費） 
第３条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要した本工事費及び附帯工事費（移転

補償費を含まない。）とする。 
２ 補助対象事業であっても、鉄道施設総合安全対策事業費補助において、国が補助

対象事業として採択しない事業は、交付の対象としないものとする。 
 

（補助対象期間） 

第４条 補助金の交付の対象となる期間は、令和８年度から令和 10 年度までの各年

度とする。 

 

（補助金の額） 
第５条 補助金の額は、補助対象経費に６分の１を乗じて得た額に 100 分の 7.8 を乗

じて得た額以内の額とする。 

 
（補助金交付申請） 

第６条 会社は、補助金の交付を受けようとするときは、春日井市愛知環状鉄道設

備改修費補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 
２ 前項の規定による申請には、国土交通大臣に提出した補助金交付申請書類の写し

及び国の補助金交付決定通知の写し、その他国の要綱に基づき提出した書類等の写

しを添付しなければならない。 



３ 会社は、第１項の規定による申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25 年法律第 226

号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得

た金額をいう。）を減額して申請しなければならない。 

 
（補助金の交付決定及び通知） 
第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、補助金

を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定（様式第２号）

を行い、会社に通知するものとする。この場合、市長は、必要な条件を付すことが

できる。 

 
（申請の取下げ） 
第８条 申請の取下げ期日は、前条の通知を受領した日から起算して 30 日以内にそ

の旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。 

 
（補助事業の変更等の申請） 
第９条 会社は、次の各号のいずれかに該当するときは、春日井市愛知環状鉄道設備

改修費補助金交付決定変更申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 
⑴ 補助対象事業の内容を変更しようとする場合。ただし、軽微な場合を除く。 
⑵ 補助対象経費の配分額を変更しようとする場合。ただし、変更を行う配分額の

いずれか低い額の 30％以内の流用増減の場合を除く。 
２ 前項の規定による申請には、国の要綱に基づき国土交通大臣に提出した交付決定

変更申請書類の写し及び国の交付決定変更通知書の写しを添付しなければならな

い。 

 
（交付決定の変更及び通知） 
第 10 条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、これを審査の上、春

日井市愛知環状鉄道設備改修費補助金交付決定変更通知書（第４号様式）を会社に

通知するものとする。この場合、市長は、必要な条件を付すことができる。 

 
（状況報告） 
第 11 条 会社は、市長の要求があった場合には、速やかに春日井市愛知環状鉄道設

備改修費補助金事業状況報告書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 
２ 会社は、予定期間内に当該補助対象事業が完了しない見込みであるときは、前項

の状況報告書にその理由を付して、速やかに市長に提出し、その指示を受けなけれ

ばならない。 

 



（実績報告書） 
第 12 条 会社は、補助対象事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又は補

助金の交付を受けようとする会計年度の翌年度の４月 10 日のいずれか早い日まで

に春日井市愛知環状鉄道設備改修費補助金実績報告書（第６号様式）を市長に提出

しなければならない。ただし、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しない

ときには、翌年度の４月 30 日までに年度終了実績報告書（第７号様式）を市長に

提出しなければならない。 

 
（補助金の額の確定及び通知） 
第 13 条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、これを審査

のうえ、交付すべき補助金の額を確定し、春日井市愛知環状鉄道設備改修費補助金

確定通知書（第８号様式）により会社に通知するものとする。 

 
（補助金の請求） 
第 14 条 会社は、前条の規定による通知を受けた補助金の支払いを受けようとする

ときは、春日井市愛知環状鉄道設備改修費補助金支払請求書（第９号様式）を市長

に提出しなければならない。 

 
（事業の中止等） 
第 15 条 会社は、補助対象事業を中止又は廃止しようとする場合は、その旨を記載

した書面を市長に提出しなければならない。 

 
（補助金の経理） 
第 16 条 会社は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を

備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 
２ 会社は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業

の完了の日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 
（取得財産等の整理） 
第 17 条 会社は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用

の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状

況が明らかになるよう整理しなければならない。 

 
（帳簿等の保存） 
第 18 条 会社は、次に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存しておかなければな

らない。 
⑴ 取得財産等の得喪に関する書類 
⑵ 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 



２ 前項で規定する期間は、会社が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産のうち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効用の増

加した財産の処分制限期間（平成 22 年国土交通省告示第 505 号（以下「国土交通

省告示」という。））に定める期間とする。 

 
（取得財産等の管理等） 
第 19 条 会社は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図

らなければならない。 

 
（財産の処分の制限） 
第 20 条 会社は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（取得価格又は

効用の増加価格が 500,000 円以上のもの。）については、市長の承認を受けないで、

補助金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供して

はならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省

令第 15 号）を勘案して国土交通大臣が定める期間（国土交通省告示）に準ずるも

のと認められる期間を経過した場合はこの限りではない。 
２ 会社が前項の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があったと

きは、市長は、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を納付させるこ

とができる。 

 
（公共工事の品質確保の促進） 
第 21 条 会社は、補助対象事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に

関する法律（平成 17 年法律第 18 号）に則り、経済的に配慮しつつ価格以外の多様

な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質

を確保しなければならない。 

 
附 則 

この要綱は、平成 24 年４月２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年４月 10 日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


